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定 例 会 に お け る  知 事 追 加 議 案 説 明 要 旨 

 

ただいま提出いたしました追加議案につきまして、御説明を申し上げます。 

  

提出いたしました議案は、令和５年度一般会計補正予算案など予算案 12 件、

事件案１件です。 

  

一般会計補正予算案は 298 億 9,168 万２千円の減額であります。 

 増額する主なものは、こどもの未来支援基金、減債基金及びＧＩＧＡスクー

ル構想加速化基金等の積立てに要する経費、道路除雪費、介護職員等処遇改善

支援事業費、昨年 12 月に白馬村で発生した土砂災害に対応するための災害関

連緊急砂防費、令和６年能登半島地震で被害を受けたきのこ生産施設等の災害

復旧対策事業補助金、銀座ＮＡＧＡＮＯ機能強化のための改修工事費などであ

ります。 

減額となりますのは、国庫支出金の決定及び事業の確定などに伴うものであ

ります。 

 歳入につきましては、県税 118 億 7,939 万１千円、地方交付税 51 億 5,816 万

２千円を増額する一方、諸収入 207 億 9,187 万４千円、国庫支出金 172 億 4,525

万６千円、県債 54 億 7,300 万円を減額するなどしております。 

 本年度の一般会計予算は、今回の補正により、１兆 1,063 億 324 万２千円と

なります。 

 

 特別会計補正予算案は公債費特別会計など７会計、企業特別会計補正予算案

は総合リハビリテーション事業会計など４会計であり、事業計画の変更などに

伴う補正であります。 
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 事件案は、教育委員会教育長の選任についてであります。 

 

以上、追加提出いたしました議案につきまして、その概要を申し上げました。

何とぞよろしく御審議の程お願い申し上げます。 


